
圧倒的な国際世論でロシアを包囲しよう

ロシアは国連憲章を守れ

ロシアによるウクライナへの軍事侵略は２ヶ月を超え、学校や病院、避難先への爆撃な

ど、非人道的な攻撃が激化しています。国連は、３月２日のロシア非難決議に続き、３月

２４日には、深刻化する人道危機を「ロシアによる敵対行為の悲惨な結果」とし、民間人

保護などを求める人道決議案を１４０ヶ国の圧倒的多数で採択しました。国際社会の結束

とロシアの孤立が浮き彫りです。「ロシアは撤退せよ」「国連憲章を守れ」の声でロシア

政府を包囲しましょう。

「核共有」[9条改憲」は許さない

安倍晋三元首相は、プーチン大統領による核の

威嚇を口実にアメリカとの「核共有」を言い出し、

日本維新の会は外務大臣に「核共有」を提言しま

した。核兵器で対抗することは、国是である「非

核三原則」や核不拡散条約に反する暴論です。戦

争するための軍事力増強や９条改憲も論外です。

岸田政権は戦争被爆国の日本政府として、国際社

会とともに「核兵器は使用するな」の声でロシア政府を包囲し、核兵器禁止条約を批准し

て核廃絶の先頭にたつことが必要です。
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９条破壊ＮＯ！ 九条の会が声明
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ウクライナ侵略とそれを口実にした９条破壊、改憲は許さない

２０２２.３.２５ 九条の会事務局

ロシアによるウクライナへの国際法、国連憲章を真っ向から蹂躙した侵略に対して、

日本でも強い抗議の声と行動が起こっています。ところが、侵略開始直後から、この

ウクライナ侵略を口実に、「９条で国は守れるのか」、「力のみを信奉する相手には

力でしか対抗できない」（国家基本問題研究所「意見広告」）と称して、９条の破壊

と改憲を一層推し進めようとする言動が勢いを増しています。

ロシアによる侵略開始直後の２６日には、林芳正外相がブリンケン米国務長官と会

談し、ウクライナ侵略を引き合いに出して、対中国を念頭に「日米同盟の抑止力・対

処力の強化」を約束しました。翌２７日には、安倍晋三元首相が、米国の核兵器を日

本にも配備し共同で運用し「有事に」使用する「核共有」の議論を始めるべきだと主

張し、自民党幹部や維新の会が呼応しました。「敵基地攻撃能力保有」の必要性も、

一層声高に語られています。

明文改憲を煽る主張も活発化しています。３月１３日に開かれた自民党大会で挨拶し

た岸田文雄首相は、ウクライナ侵略を「我が事として捉え」防衛力の強化と共に党是

である改憲の実行に取り組むこと、「そのための力を得るたたかいが来たる参院選だ」

と訴えました。衆参両院で開催された憲法審査会においても、自民党や維新の会の議

員は口々に、「力による現状変更の脅威」を口実に、緊急事態条項の創設など改憲案

の審議の必要性を主張しています。

しかし、今回のウクライナ侵略が明らかにしたのは、軍事力と軍事同盟の強化は軍

事対決・挑発を激化させ国際社会を分断させるだけで、平和の実現に寄与するどころ

か戦争と武力行使に帰結する、という事実に他なりません。いま、自民党や改憲勢力

が「台湾有事」を口実に強行しようとしている日米軍事同盟強化と改憲の道では、日

本とアジアの平和を実現することはできません。９条を持つ日本政府の責務は、国際

社会の分断を修復し、ロシアの侵略に反対し、アジアの紛争を武力によらないで解決

する枠組みを作るために各国に働きかけることです。断じて、改憲、９条破壊を許し

てはなりません。

ロシアによる侵略以来１ヶ月、すでに地域・草の根で、「憲法改悪を許さない全国

署名」などを手に、ウクライナ侵略に抗議し、便乗した改憲策動に反対する市民の行

動が展開され、多くの共感が寄せられつつあります。

市民の行動、市民と野党の共闘は、安倍、菅政権が企てた改憲を阻んできました。

この力に確信を持ち、市民の皆さんが、ロシアによる人道破壊攻撃と侵略の即時停止

と共に、それに名を借りた、改憲と９条破壊の企てを阻むために、立ち上がられるこ

とを訴えます。

改憲、９条破壊ＮＯ！の声と行動を強め、来たるべき参院選では、市民の力で改憲

勢力３分の２を阻みましょう。



印西・九条の会 市長懇談会を開催

印西・九条の会は３月３０日（水）、市民活動支援センターで市長懇談会を開催しまし

た。板倉正直市長をお招きし、市長と懇談しました。

ロシアの野蛮なウクライナ侵略で「戦争と平和」が国際的な大問題となる中、非核平和

都市である印西市として、核兵器廃絶と憲法９条を守る課題にどう向き合うか、板倉市長

の考えを伺いました。

これに対し、市長から、ウクライナの深刻な情勢に強い懸念が表明されました。
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ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対する市長コメント

本日、印西市議会において「ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対する決議」

が行われました。印西市長として、この度の決議に心から同意いたします。

ロシアによるウクライナへの軍事侵略と核兵器の使用を示唆する一連の行為は、国

際秩序を根幹から脅かす暴挙であり、力による一方的な現状変更は断じて許すことは

できません。

平成7年に「非核平和都市宣言」を行い、平成22年に「平和首長会議」に加盟して

おります印西市の市長として、厳しく非難します。

既に子どもを含む民間人の尊い命が奪われ、今まさに多くの人々の命が危険に曝さ

れている現状は憂慮に堪えません。

ロシア軍の無条件での即時撤収を求めるとともに、日本や関係国においては、ウク

ライナへの人道支援と一日も早い平和的な解決に向けた努力を強く望みます。

令和４年３月１０日

印西市長 板倉 正直

【板倉正直市長のお話（要旨）】

ウクライナでは罪もない人々が殺されています。ロシアは世

界中からそっぽ向かれて自滅する。核兵器をチラつかせている

が、核を使ったら終わりです。これだけは絶対に止めないとい

けません。どのようにしてロシアを止めるか、世界中が、日本

も力を合わせて努力しています。日本もこの前の戦争では「大東亜共栄圏」といっ

てアジアに侵略し、あのような破局を迎えました。しかし戦後、平和憲法９条によっ

て日本は守られてきました。憲法９条のおかげで戦争に巻き込まれることなく、経

済発展を遂げてきました。戦争だけは起こしてはだめです。



≪ お知らせ ≫

第１２回 憲法を知り考えるつどい
印西・九条の会は６月５日、「憲法を知り考えるつどい」を開催します。

▼ 日時；６月５日（日）午後１：３０ 開場
午後２：００ 開会

▼ 場所； 印西市 市民活動支援センター

活動室１＆２（定員２５名）

▼ 講師； 小森陽一氏

（九条の会事務局長 東京大学名誉教授）

▼ テーマ； 憲法９条と平和外交（仮題）

～ 日本の安全保障を考える ～

▼ 後援； 印西市・印西市教育委員会（申請中）

どなたでも参加できます。お誘い合わせてマスク着用でおいで下さい。

Zoom によりオンライン参加も可能です。お申込みは下記まで。

【お問合せ・連絡先】 廣瀬邦治 090-1706-2572
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編
集
日
誌

▼
２
月
28
日
に
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
軍
事
侵
略
を
開
始
し
て

２
ヶ
月
余
り
が
経
過
し
ま
し
た
。
国
連
憲
章
は
「
す
べ
て
の
加
盟

国
の
主
権
平
等
」
を
大
原
則
と
し
、
他
国
の
領
土
や
政
治
的
独
立

に
対
す
る
武
力
行
使
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
隣
国
を
勝
手
に
自
国

の
一
部
と
み
な
し
て
侵
略
す
る
こ
と
な
ど
決
し
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
を
は
じ
め
国
際
人
道
法
は
戦
時
で
あ
っ
て
も

武
力
攻
撃
の
対
象
を
軍
事
施
設
に
限
定
し
、
民
間
施
設
へ
の
攻
撃

を
禁
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ロ
シ
ア
は
市
民
が
避
難
し
て
い
た
と

さ
れ
る
学
校
、
劇
場
や
病
院
を
含
め
て
市
を
丸
ご
と
破
壊
し
、
多

数
の
民
間
人
を
殺
害
し
ま
し
た
。
国
際
人
道
法
違
反
に
問
わ
れ
る

行
為
で
す
。

▼
ロ
シ
ア
は
４
月
２
０
日
、
新
型
大
陸
間
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射

実
験
に
成
功
し
た
と
発
表
し
ま
し
た
。
国
際
社
会
へ
の
露
骨
な
核

使
用
の
威
嚇
で
す
。
ロ
シ
ア
が
生
物
・
化
学
兵
器
を
使
用
す
る
危

険
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
圧
倒
的
な
国
際
世
論
で
プ
ー
チ
ン

を
包
囲
し
手
足
を
縛
り
、
プ
ー
チ
ン
の
蛮
行
を
や
め
さ
せ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

▼
日
本
国
内
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
に
乗
じ
て
、
「
戦
争
す
る

国
」
づ
く
り
の
加
速
を
た
く
ら
む
動
き
が
急
速
に
強
ま
っ
て
ま
す
。

憲
法
を
輝
か
せ
る
道
を
歩
む
の
か
、
憲
法
破
壊
の
道
を
許
す
の
か
、

日
本
は
大
き
な
岐
路
に
あ
り
ま
す
。

▼
「
改
憲
発
議
許
さ
な
い
！
守
ろ
う
平
和
と
い
の
ち
と
く
ら
し
」

を
掲
げ
て
「
２
０
２
２
憲
法
大
集
会
」
が
５
月
３
日
、
東
京
・
有

明
防
災
公
園
で
開
か
れ
ま
す
。
憲
法
施
行
75
年
の
今
年
の
大
集
会

は
、
憲
法
を
政
治
と
く
ら
し
に
生
か
す
国
民
的
世
論
を
広
げ
、
強

め
る
機
会
で
す
。


